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居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証について（通知）

日頃から本市の介護保険行政への御理解と御協力をいただき，厚くお礼申し上げます。

標記について，本年度より利用者の自立支援に資する過不足のないサービス提供とな

っているかを点検するため，令和４年９月７日付け旭介保第１８０号「居宅介護支援事

業所単位で抽出するケアプラン検証等について」に通知しました国の基準に基づき，居

宅介護支援事業所を抽出し，医療等専門職の多職種による当該事業所が作成するケアプ

ランの検証を実施しています。

現在も令和４年１０月実施の対象事業所とケアプランの見直しに係る協議を行って

いるところでありますが，当該点検が終了次第，令和５年度の点検につきまして，後日，

対象事業所を選定の上，お知らせいたします。

なお，本年度におけるケアプラン検証実施の中で見受けられた事例の一部を掲載しま

すので，各関係事業所において留意いただきますようお願いします。

１ 令和４年度のケアプラン検証において見受けられた事例

・利用者の個別性にかかわらず，類似した内容の訪問介護が各利用者の支給限度まで

位置付けられており，自立支援・重度化防止に資する訪問介護以外のサービスが選

択されていないように見受けられた事例。

・利用者に対して身体機能等の維持・向上に関する目標が設定されているが，支援内

容は訪問介護による介助の内容のみが記載されており，本人の取組について配慮が

されていないといった，支援内容が目標に対応していない傾向が見受けられた事例。

２ 本市が実施する居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証の基準等について

（１）令和４年９月７日付け旭介保第１８０号「居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプ

ラン検証等」について



（２）ケアプラン点検に関するＱ＆Ａ（第２版）

※詳しくは以下の旭川市介護保険課ホームページを御確認ください。

https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/koureisya/osirase/d074116.html
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